
内閣府

より詳しい公益法人制度の内容や申請手続
についてはホームページを御覧ください

https://www.koeki-info.go.jp/

第４３号 平成２７年６月5日発行

（平成２７年５月31日現在）(注) 公益目的支出計画実施法人
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郵政博物館
（東京スカイツリータウン・ソラマチ９階）

郵政博物館の運営、前島密賞の贈呈、通

信文化の普及啓発に関する事業を行い、手
紙等文字コミュニケーション文化と情報通信、
放送文化の向上に寄与することを目的として
活動している法人です。

法人の立入検査は、概ね３年で一巡を目途に実施しています。今般、

これまでに実施した立入検査の際の指摘事項等を参考に法人運営にお
ける留意事項を２か月連続で紹介します。今回は「機関運営関係」に
ついて掲載します。 （関連記事２～３ページ）
「公益法人information」のホームページを４月２２日にリニュー
アルしましたのでお知らせします。 （関連記事４ページ）
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「立入検査」とは？
○公益法人として遵守すべき事項に関する法人の事業の運営
実態を確認する観点から行います。
○事前通知の上、通常１日、複数名で伺います。その際には、
法人運営全般や事業内容等について、役員等の方から御説明
いただきます。

決算承認理事会と定時社員総会（評議員会）の議事録を確認したところ、同日に開催していた

■解説
法人法第１２９条第１項（第１９９条で準用す

る場合を含む）の規定により、定時社員総会
又は定時評議員会の２週間前から計算書類
等を備え置くこととなっていますが、当該備
置き書類は理事会の承認を得たものである
ことが求められます。
したがって、計算書類等を承認する理事

会と定時社員総会（評議員会）は、中２週間
以上を開ける必要があります。

１

定時社員総会（評議員会）の招集手続を省
略する場合に、理事会決定を行っていない

■解説
法人法第４０条又は第１８３条の規定により、社員又

は評議員の全員の同意があるときは、社員総会又は
評議員会の招集の手続を省略することができますが、
この場合に省略できるのは「招集の手続」であって、
理事会による「招集の決定」は省略できません（ただし、
法人法第９６条による「理事会の決議の省略」によって
招集を決定することは可能です）。

① テレビ会議や電話会議などにより理事会や社員総会（評議員
会）を開催することも可能です。出席者が一堂に会するのと同等
の相互に十分な議論ができる方法であれば許容されますが、そ
の際には、議事録に当該方法について記録しておきましょう。

② 「決議の省略」について説明します。
 理事会 定款に「決議の省略」について定めを設ければ、提案

された議題について書面又は電子メール等で議決に加わるこ
とのできる理事全員の同意を受け取り、かつ、監事の異議が
ない場合、決議がなされたものとみなすことができます。

 社員総会及び評議員会 社員総会は全社員の同意、評議員

会は利害関係のない評議員全員の同意が必要ですが、定款
の定めは不要です。

なお、理事会、社員総会（評議員会）の決議の省略について議事
録の記載を忘れずに行ってください。
（詳細は、ＦＡＱ問Ⅱ‐６‐①、問Ⅱ‐６‐②、問Ⅱ‐７‐①を参照ください）

解決アドバイス

２ 定時社員総会（評議員会）の招集通知
に際して、計算書類等を提供していない

■解説

1. 定時社員総会（評議員会）の開催手続きについて

法人法第１２５条（第１９９条で準用する場合を含む）

の規定により、定時社員総会又は定時評議員会の招
集通知に際しては、理事会の承認を受けた計算書類
等を社員又は評議員に提供しなければならないとされ
ています。

内閣府では、「概ね３年を目途に全ての法人に対する立入検査が一巡するスケジュールで実施する」としている
「立入検査の考え方」（平成２１年１２月２４日）の趣旨を踏まえ、平成２６年度から立入検査の実施を本格化させてい
るところです。
今般、これまでに実施した立入検査の際の指摘事項等を参考に、多くの法人に共通する事項について取りまとめ

ました。今回は、「機関運営関係」について、次回は「業務運営・手続関係」、「財務・会計関係」を掲載する予定です。

機関運営関係の指摘事項
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業務執行理事等の理事会に対する職務執行報告が行われていない、又は議事録に記載
がなく実施の確認ができない

４

■解説
法人法第９１条第２項の規定により、代表理事及び業務執行理事は、自己の職務の執行状況を理事会に報告

しなければならないとされています。なお、当該報告は、同法第９８条第１項による理事会への報告の省略の対象
外となっています（同条第２項）。

役員の選任に際し、個別に採決せず、一括で決議していた

■解説
役員等の選任に当たっては、一人一人の役員等の選任議案について議決権を行使できることから、複数人を

一括で決議することなく、それぞれの役員等について個別に決議を要します（「移行認定又は移行認可の申請に
当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について（平成２０年１０月１０日内閣府公益認定
等委員会）」Ⅱ４を参照）。

議事録の作成・保存の不備（記載事項、記名・押印等）

■解説
理事会については、法人法第95条第3項及び第９７条、社員総会又は評議員会については、第57条及び第１９３

条により議事録の作成と主たる事務所への備置きが規定されており、法務省令において開催日時及び場所、議
事の経過の要領及びその結果、出席した役員等の氏名、議長が存する場合の氏名等の記載するべき事項が規
定されています（同法施行規則第１１条、第１５条、第６０条）。

「公益法人information」内【公益法人の皆様へ】に、法人運営
に役立つパンフレットを掲載しています

①公益法人の各機関の役割と責任
②移行後の法人の業務運営と監督について
③社員総会、評議員会の開催日程

５

６

トップページ

ここをクリック

公益法人
information

①

②

③
https://www.koeki‐info.go.jp/index.html

２．その他



①見やすさ、使いやすさ
の観点から、タブを廃止し、
カテゴリに分類したコンテ
ンツのメニュー化を行い
ました。
②電子申請のログインメ
ニューも分かりやすい位
置（常に表示）に再配置し
ました。
③リンクを見直し、ページ
の内どこにいるのか分かり
やすいようになりました。

・窓口相談予約

・公益法人制度のポイント
・「公益information」の活用方法
・申請に役立つ資料
・各種申請様式と手引き
・各種申請書類の記載例

・定期提出書類、変更認定申請
届出の各種様式と手引き

・テーマ別セミナーのお知らせ
・税額控除に係る証明～申請の
手引き

・公益法人・移行法人の皆様へ
のお知らせ

・行政庁による監督、立入検査
の考え方

テーマ別セミナーの
お知らせや各種相談
の申込はこちらから

公益法人の概況
・公益法人の検索
・事業報告書の閲覧請求
公益法人のデータ
・概況
・活動紹介
（現在８０以上の法人活
動を紹介しています。）

内閣府公益法人行政
担当室の公式Facebook
及び公式Twitterにアク
セスできます。
内閣府公益法人行政担
当室が公益認定等委員
会と連携して、新公益
法人制度の下での活動
概況や公益法人の運営
に役立つ情報を発信し
ていますので、是非御
覧ください。

公益法人とは

公益法人の皆様へ

公益法人になる

電子申請のためのＩＤ、ＰＷを
取得するためには 「公益法人
になる」申請サポートを御覧
ください。

最新版、バックナンバーはこちらから

公益認定等委員会だより

・公益法人税制
・税額控除対象の法人の検索

公益法人への寄附 初めて申請される方

▲公益法人の活動紹介
検索したい分野をクリック
してご覧ください。
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「公益法人information」には、公益法人等の所在地やホームページアドレス等の基礎情報や事業概要、
税額控除の対象法人かどうかなどを確認できる検索機能が備わっております。また、定期提出書類の手引き
や公益認定等ガイドライン、ＦＡＱ等、各種申請書類の記載例など役立つ情報を提供しています。今般、ホー
ムページをより分かりやすくリニューアルしましたのでお知らせします。
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活動内容

公益財団法人通信文化協会

法人公式ホームページ http://www.tsushinbunka.org/maejima.html

通信文化協会は、明治４１年(１９０８年)５月、時の逓信大臣の認可を得て通信協会として設

立されました。 同４３年(１９１０年)５月に財団法人逓信協会に改組され、初代総裁に逓信大臣
後藤新平が就任、昭和３９年(１９６４年)に財団法人前島会と合体し発展してきました。社会的
信頼と責任ある地位を保持しより高い公益性を確保するため、平成２４年(２０１２年)４月に公益
財団法人の認定を受け通信文化協会としてスタートしました。

当協会は、郵政博物館の運営、前島密賞の贈呈、通信文化の普及・発展等に関する事業を行い、 もって我が国の

手紙等文字コミュニケーション文化と情報通信・放送文化の向上に寄与することを目的として活動しています。

郵政・通信文化の普及・発展に向け次世代の利用者との幅広い交流を図り、歴史的資料・知識を後世に
伝えるため、「展示」、「収集・保存、調査研究」、「文化・教育普及、生涯学習支援」など、多くの方
にとって文化教養を磨く場、教育普及の場としての活動を行っています。

■郵政博物館の運営

郵政博物館
（東京スカイツリータウン・ソラマチ９階）

[常設展]と重要文化財をはじめとす

る当館所蔵の貴重なコレクションの展
示や文化・学術・教育の発展への寄
与を強く意識したテーマの[特別展(企
画展)]を年４～５回行っています。

郵政博物館資料センター
（千葉県市川市）

■「前島密賞」の贈呈
近代国家の建設に当たり、社会経済活動の基盤となる郵便

や電信・電話、鉄道、物流等のネットワークを整備し、国民
生活に多大な利便性をもたらした逓信事業の創始者である前
島密の功績を記念し文字コミュニケーション・情報通信・放
送分野において顕著な功績のあった方々に贈呈しています。
昭和３０年度に創設され、平成２６年度まで６０回と回を重
ね、７６２件９７６名(団体・共同研究を含む)の方々の功績を
讃え、顕彰してきています。

■会報「通信文化」の発行

明治４１年、当協会の前身である逓信協会が、逓信事業の総合的進歩・

発展に資する目的で「逓信協会雑誌」を創刊・刊行。 以来、平成２４年４
月に公益財団法人通信文化協会として新たなスタートを切ったことを契機
として、名称を「通信文化」に改題し、平成２７年５月号で通巻１２４８
号を刊行してきています。

■講演会・セミナーの
開催等文化活動

各界の著名人や専門家を講師に、全国各

地で、郵政、情報通信、放送等通信文化の
普及・発展のため講演会・セミナー等を開催
しています。また、手紙・文字コミュニケー
ション文化の醸成を図るため、手紙教室の
開催や青少年ペンフレンドクラブの活動支
援等の取組を行っています。

文化講演会 ―加来 耕三先生―
(平成26年9月27日)

親子絵手紙教室

第60回前島密賞贈呈式

(平成27年3月20日)

所蔵資料の保存、分類・整理、資

料の研究調査等を行い、その成果を
有効活用することを目指して活動し
ています。



※派遣に係る旅費等の必要経費については、主催者
において負担をお願いします。
※謝金は不要です。

６

公益認定等委員会の広報誌（月１回発行）及び
「公益法人 information」サイトで、法人の活動紹介を
行っております。多くの方に活動を知ってもらう機会に
なりますので、奮って御応募ください！
現在は、８３法人の活動を紹介しており、随時更新し

ています。詳しい応募方法や記事のフォーマット等の情
報は、下記を御覧ください。

■問い合せ先
内閣府公益認定等委員会事務局広報係

■公益認定申請の内閣府相談窓口

■法人運営・公益認定申請について、
弁護士・会計士等に相談したい法人

■その他のサポート

公益認定申請サポート・
法人運営相談について

e-mail：koueki-info@cao.go.jp

電話：03-5403-9524

これから公益認定の申請検討に着手される法

人や、既に公益法人として活動されている法人を
対象に、テーマごとに解説します。

■「公益法人の役員等の役割と責任」
（７月予定）

新たに選任された公益法人の役員等の方々を

主な対象に、役員等の義務や業務執行上の留意
事項等について解説します。

●詳細が定まりましたら「公益法人information」
に掲載します。

https://www.koeki-info.go.jp/

電 話 03-5403-9558
ＦＡＸ 03-5403-0231
メール sodan-juri@cao.go.jp

公益法人
Information

テーマ別セミナーの開催

要事前申込

窓口相談

電話相談

公益認定の申請や公益法人の運営を支援する

ため、内閣府では、各種のサポートを無料で提
供しています。公益認定を予定されている法人、
法人運営（事業報告書の書き方、理事会・評議
員会の運営、変更認定申請等）について相談が
ある法人の皆様は、サポートを御活用ください。

予約方法など詳細は、「公益法人information」
を御覧ください。

1回45分の窓口相談を実施しています。窓口相談の
予約は、毎月末から翌上旬にかけて、「公益法人
information」で募集しています。

《要事前申込》

電話 ０３－５４０３－９５５８
FAX ０３－５４０３－０２３１
メール sodan-juri@cao.go.jp

専門相談員による電話相談を実施しています。

電話 ０３－５４０３－９６６９
時間 平日10時～16時45分

内閣府が委嘱する相談員（弁護士、公認会計士等）
による相談会を全国で開催しています（1法人につき
1時間程度）。６月の予定は下記のとおりです。

●民間の専門家を活用した相談会 《要事前申込》

（※詳細は「公益法人information」で近日案内開始。）

業態別の研修会等に当事務局職員を講師派遣し、

業態別の個別事情に合わせて説明します。

●業態別説明会への講師派遣 《要事前申込》

電話 ０３－５４０３－９５５８
FAX ０３－５４０３－０２３１

内閣府ホームページに、寄附金の税額控除制度
の対象となる公益法人・ＮＰＯ法人について、所在
都道府県別の一覧を掲載しました。

お知らせ

http://www.cao.go.jp/others/koeki_npo/koeki
_npo_zeigakukoujyohojin.html

掲載ＵＲＬ：

ホームページ

◆６月２２日（月）愛知県で開催予定

ホームページ及び委員会だよりで

活動紹介を希望する法人を募集！

ここをクリック

検索したい
分野をクリック

● 「 公 益 法 人
information」
トップページ
【公益法人とは】

から、公益法人の
活動紹介を御覧
ください。

トップ画面

http://business-icon.com/01-work/006-work.html
http://business-icon.com/01-work/006-work.html
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